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Ⅰ  

このはど（1976年3月），西ドイツ連邦議会でほ，「新共同決定法」が可決された。欧州  

諸国では，そのはかにも労働者の経営参加にかんするあたらしいうごきがみられる。わが  

国でも，経営参加の問題がいろいろの立場から論じられるように．なってひさしい。今後は 

さらに．活発に，現実問題として論じられることになりそうである。   

しかしながら，現在のとこる，経営参加というとき，その具体的な形態にっいて把握さ  

れている内容は，論者によってかなりまちまちである。経営参加の名で，あるときは当然  

のこととして労使協議制が論じられ，またあるときは従業員参加ないし参加的管理が論じ  

られている。また，現在のところ，経営参加の諸制度と団体交渉などのその他の労使関係  

の諸制度との相互的な機能的関革もあきらかでない。   

このように経営参加についての論議が混迷している最大の理由は，経営参加について一  

貫した用具と方法で分析するための統一感念が確定していないためである。おのおのの論  

者は統一感念を確定しようとしない。また，論者のあいだでは論議のための共通のプレ－  

ムワL－クを設定しようとする努力が魂られない。   

分析に．は順序というものがあろう。分析の算1段階は，経営参加とはなにか，というこ  

とを一元的，－・般的紅把握するこ．とである。統「・概念の設定である。第2段階としては，  

経営参加の類型を明確にすることがある。これは統一磯念という同一・の分類尺度がなけれ   
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ばできない。類型をあきらかにすることほ，具体的な参加制度のひとつひとつを，ことな  

った形態として区別することへすすむ。これらの段階をふまえれば，おのおのの参加制度  

の特質や諸制度間の機能的関連ほ，おのずとあきらかになるであろう。   

議論が比較的に進展している欧州諸国の論議をふくめて，巷間の論議にほ，分析の第1  

段階がかけて小る。具体的，個別的な論議にほしり，抽象的，・一・般的な統一偲念がしめさ  

れていない。われわれほ，このことに最大¢ノ不満を感じているものである。   

ここでわれわれがとりあげる著書ほノ，その不満をある程度のところまで解消してこくれ  

る。それは，LSk（LondonSchoolo壬Economics）のロバーツ（B。C．．Roberts）a）監  

修のもとにおこなわれた「イギリスにおける労働者の経営参加」（書名）についての研究調  

査の報告書である（p一′Ⅴ）。   

本書の内容構成はつぎのとおりである（Cf‖pp小Vii・－ix）0  

序 労働者の経営参加の類型   

1 企業労働者－その概念の変遷－  

2 企業紅おける経営参加の形態  

3 各参加機構の普及率  

4 経営意思決定紅たいして労働者がおよぼす影響の類型  

5 参加と団体交渉過程  

6 重役レベルでの参加  

7 経営管理と参加  

8 将来の展望   

本書ほ，LSEの労使関係研究部門で，統一研究課題のひとつとしてなされた調査研究  

の報告書である。同時紅，それは国際労働研究所（lnternationalInstitute for Labour  

Studies）との共同研究の成果でもある。したがって，それほ「労働者の経営参加に∴つい  

ての国際的研究プログラムの一部」（p．．Ⅴ）をなしている。   

上述の内容構成からノも，うかがえるように，「このイギリス紅ついてのレポートほ，主と  

して，…参加にγ⊃いての思想や方策の発展過程，および参加が現代の私企業体制の枠内で  

どの程度に存在可能かというこ．と虹焦点をあてている」（言∂査d…）。しかし，われわれほ，こ 

の研究が経営参加に．ついての「国際的研究プログラム」の一部であることもわすれてほな  

らない。とこ．ろで，「この国際労働研究所の目的は，さまざまのことなった労使関係システ  

ムをもっいろいろの国の労働葛の経営参加について，ひとつの共通の分析的フレ叫ムワ－   
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ク（analytical董ramework）の枠のなかで諭しることにあった」（ibid．）のである。   

イギリスでの経営参加の実情をしることほ無意味というのでほない。彼我の実情のちが  

いをしることから，わが国でのこの問題への対応の方向があきらかに．なることもあろう。  

しかし，このこ．とを将来の課題として視野のうらにおさめるにしても，いそがねほならな  

い課題がある。それは，労働者の経営参加についての一・般的な統一腰念の設定である。こ  

れ紅よって－ほじめて，一周した分析用具と分析方法とによって各国の特色があきらかとな  

り，彼我の比較も有効となり，制度として具体化するときも有効となる。われゎれは，ま  

ずだいいらに．，「分析的フレームワー・ク」の有効性な問題にしなけれはならない。  

以下，われわれは，本書の「分析的プレ－ムワ一－ク」に・焦点をあて，それを紹介し，論  

評してゆくことにする。あわせて，イギリス紅おける経営参加の歴史と現惜に・づいての分  

析も，必要なかぎり紹介し，フレームワ－クの有効性な検討してゆきたい0  

ⅠⅠ  

ロバ－ツらほ，企業における労働者の経営参加について論述し，調査する紅さきだち，  

「分析のフレh・ムワーク」（the frameworkofanalysis）を設定している○そのエッセ  

ンス部分を引用すれほ，つぎのとおりである（pp一・3～8）0   

（1）企業（enterprise）  

この研究は，企業に．おける労働者の経営参加をとりあつかうものであり，その目的  

のため，「企業」ほ「ひ・とを，賃金をは．らって雇用している組織」であると定義され  

る。   

（2）労働者（woI・keIS）  

本研究のなかでは，「労働者」とは，l特定の組織的環境（0Iganizationalcontext）  

のなかに．おりながら，報行権限（executiveauthority）をもたない被用者をさすの  

に．もちいられる。   

（3）経営（management）  

この研究でほ，経営とほ，主とレて，企業の目模やその達成手段がきめられる意思  

決定過程（decision－・making process）であるとみなされる。   

（4）参加（participation）  

参加とほ，労働者が個人として，あるいは組合その他の労働者組織をつうじて，企  

業経営上の決定に到達するまでの過程で，なんらかの関与をすることを意味するもの   
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とみなされる。   

このようにして，企業における労働者の経営参加について論じるための基礎的準備がな  

されている。   

しかし，経営参加ほ労働者の意思決定過程への関与である，という規定でほ，いかにも  

抽象的にすぎる。これから，ただちに参加の形態，参加の歴史的発展過程，現段階での参  

加の普及率を論じることはできない。それほただ，抽象れ －・般的な概念をあたえ尭だけ  

である。あくまで，論議構築のための礎石である。具体的，個別的な参加形態とのあいだ  

に架橋が必要である。論議構築の骨組が必要である。   

術語が多義的となり，あいまいなものとなるのほ，礎石，骨組，それに．現象形態を明解  

に区別しないからである。根幹と枝柴とを区別していくことが論議構築匿とって重要であ  

るp それさえするならば，あいまいさも論議構築の素材となる。   

「労働者」という術語にほ，あいまいさがつきまといやすい。   

第1に，管理者といわれるひとも労働し，労働者といわれるひともある種の管理をす  

る。ロバ－・ツらに．よれほ，決定を実行にうつす「執行権限」のないものが労働名である。  

したがって，管理者といわれるひとも，ことがらによナてほ労働者となり，経営参加の主  

体となる0こ・のことほまた，労働者の経営参加を論じる紅ほ，管理階層のどのレベ／レの労  

働者を諭しているのかを明確濫．する必要性を意味している。   

第2に，企業従業員と労働組合員との混同がある。あるひとは，労働者を，経営者・管  

理者の部下として企業の特定の職務を遂行する従業員と想定する。ところが，他のひとに  

とってほ，労働者ほ労働組合の一旦であるがゆえ紅労働者なのである。ロバーツらは，こ  

の2つの範疇の労働者のうち，・－・方をとり，他方を否定しようとするものではない。いず  

れの範疇の労働者であるかを明確に．することの必要性を主張するものである。   

第3に，参加のさいの労働者代表の形態を戚則する必要性が主張されている。労働者が  

経営上の意思決定過程に関与するしかたは多様である。専任の組合代表をとおして，職場  

代表をとおして，あるいは労働者個人としてなどである。これらをあいまいのままとせ  

ず，明確に．区別することの必要性が主張されているのである。   

要するに，どの管理階層レベルの労働者であるか，どの範疇の労働者であるか，′どのよ  

うな代表形態であるかの識別が，具体的，個別的な労働者の経営参加紅ついての議論との  

架橋をお∈・なうのである。いいかえれば，それらほ礎石のうえにおかれる骨組である。   

「経営」ないし「マネジ．メソト」の術語も多義的であり，あいまいに．なって－いる。マネ   
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ジメソトというはあい，それは組織に率ける意思決定機能であり，権限のシステムでもあ  

り，またあるときは特定の社会的機能をになっている集団としての経営者であることもあ  

る。ロバーツらほ，マネジメントの本質を意思決定過程としての経営にみいだしている。  

しかし，マネジメントの権限システム，経営者としての側面が無視されるわけではない。  

組織に．おける意思決定過程ほ，その一側面として権限階層をともなう。そして，特定の権  

限を有するものが経営者なのである。したがってゑ 経営参加を具体的，個別的に論じるさ  

いにほ，どの悔限階層レベルの決定であるかを識別するこ．とが必要となるのである。  

「参加」についても，従来から，それほ主として意思決定への参加である，というみかた  

がなかったわけでほない。しかし，それは意思決定の領域・種類のことなさlノていた。壊  

金その他の労働条件の決定領域は団体交渉で，作業方法など生産上の決定領域ほ労使協議  

で決定されるぺきであり，増資や配当は経営者の嘩独的決定領域であるというのが伝統的  

主張である。これ紅たいして，ロバ一ツらに．は，意思決定とほ意思決定過程であるという  

一層した概念がある。それは撃に意思決定の領域のことをさしているのでほない。   

これまでのところで，「労働者の経営参加の類型」（序章黄道）を論じる準備ができあがっ  

ているとみることができる。類型とは，具体的な存在形態そのものでほない。一・般的，抽  

象的な概念からくみたてたものである。同時に，それほ具体的な存在形態の要約であるこ  

とをめざしたものである。   

経営参加の類型について．のロバーツらの見解として，まず，わが国でも，もっともひん  

ばんに引用されるところをとりあげよう。それほ．，間法的参加ないし権力指向的（poweI・一－  

centred）参加，および直接的参加ないし職務指向的（task－CentIed）参加の類型である  

（pp．，7～8）。   

たとえば，団体交渉（co11ectivebargaining），労使協議制（joint consultation），労御  

者重役制（worker－・directors）においては，ふつう，労働者は個人としででほなく労働者  

組織の代表をつうじて－参加する。そのばあい，それは間接的参加である。そこでは，労働  

者は比較的に．上位の管理階層の，しかも1つ以上のレベルにかかわる意思決定に関与す  

る。そのように．して，労働者ほ権力の増強を背景にすることに．よって，労働組合や労働者  

にたいする貴任の負担を経営者紀要求しようとするものである。したがって，それは権力  

指向的参加である。   

この間接的参加ないし権力指向的参加と類別されるものとして，直接的参加ないし職務  

指向的参加がある。それほ，企糞従業員の職務そのものや作業環境にかんする決定への参   
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加である。したがって，職務指向的参加である。また，そこでは代表をとおさないから，  

直接的参加である。制限的労働慣行（IeStrictive practices）やおおくの参加的管理  

（participative management）が，これに属する。   

経儀一参加の類型匿関連して，ロバーツらには，もうひとつ重要な主張がある。それほ，  

団体交渉を経営参加の一・形態としてかんがえていることである。つまり，「団体交渉はイ  

ギリスに．おいて．もっとも主要な参加形態である」（p‖190）というのである。これほ，「経営  

参加」を団体交渉と対置する伝統的な見解と対照的である。   

こ．のようにして．－，労使協議制ほいうにおよほず，匝体交渉から参加的管理まで，いっさ  

いを経営参加として表現できることは、ロバーツらの経営参加について－の統一・概念が有効  

であることをしめしているといわなければならない。   

それでほ，団体交渉と「経営参加」とは，とのように．区別されるのであろうか。この点  

に・かんしてほ，しかしながら，ロバーツらの論述はかならずしも明確とはいえない。かれ  

らほつぎのようにのぺている（pp．6へノ7）。  

「団体交渉でほ，組合側と使用者側との2つの側があり，敵対しながら，終局的には   

協約をめざしている。『参加』過程では，経営の決定機関に代表をおくる機会が個人労働  

者か労働組合組織かにあたえられる。‖ル団体交渉ほ直接的参加とことなるが，効果が  

まったくちがったもめに・なると鱒い．えない0」   

こ．の論述に．は，つぎのような論理的に．不明確な点がのこる。一方では，団体交渉ほ直接  

的参加と対比されている。したがって，「参加」とは直接的参加をおもわせる。他方セ，「参  

加」に．おいては，代表形態が組合代表であるこ．ともあることをのべ，間接的参加もそこに 

ふくまれていることをしめしている。   

いずれにしても，団体交渉と他の参加形態，とくに他の間接的参加形態とは，意思決定  

過程として，どのように．ことなるかは明確に．されていない。ヱ．れは，経営参加の統一・概念  

としての意思決定概念がじゅうぶん楷緻化されて－ないことをしめしているといえよう。   

最後に．ではあるが，ロバーツらに．よって，企業がト・…組織」と定義され，つぎのこと  

が指摘されていることは注意されなければならない。すなわち，「『企業』をこのように．…  

定義すると，個別の組織はそれぞれ性格をこ．とにするのだ・‥…ということを強調するこ  

とがかならずしもそれはど困難ではない」（p．．8）。そ・して，「どのような参加の形態とな  

るかは，これらの要因のちがいに・よって，あきらかに羊・となってくる」（p．57）というこ  

とである。経営参加という意思決定過程ほ，真空のなか紅隔離されでではなく，組織的環   
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塊のなかでその諸要因に．よっで影響をうけて，具体的形態をとるというのである。したが   

って1ロ′し－ツらの意思決定論は組織論的意思決定論であるといえよう。それほ組織にお   

ける意思決定過程を関心対象としている。そのことほ，組織論との接点をつくり，その成   

果を吸収できる道をひらいたという意味で重要である。  

ⅠⅠⅠ  

労働者の経営参加は，イギリスにおいて，どのような歴史的発展過程をへてきたのであ   

ろうか。ロバ－・ツらほそれを第1章で展開している。そのさい，「分析のフレームワーク」   

はどれはど有効に．はたらいているであろうか。ロバーツらの展開を紹介しながら，プレ－  

ムワークの有効性を検討するのが，ととでの課題である。  

ロバ」－ツらは，第1葦の「要約」のなかで，つぎのようにのぺている（p．44）0  

「ながい年月のあいだに，産業労働者の参加の程度は，思想および経済的，政治的  

要因の出没紅ともなって変遷をたとってきた。19阻紀の初期にほ，ほんの一部の熟練  

工だけがその作業や労働条件を多少とも左右できたようである。第1次世界大戦前後  

の時期に．ほ，おおくの労働者が経営上の決定にかなりの程度の影響力を行使した。最  

近の30年間でほ．，交渉をつうじての参加，協議過程をつうじての参加，いずれも増加  

したことは，うたがう余地がない。」  

経営参加の歴史的発展過程ほ，大別して3期にわけて展開されている。すなわち，初期   

…・19世紀，「激動期－1910－22年」，最近新一1930～60年代，である。   

19世紀は，産業革命の進展につれて，工場労働者がふえていった時期である。そこで時，   

全般的に．，労働者は単なる生産の－・要素とみなされた。しかし，－・部叱ではあるが，産米   

社会の体制転換によって－，この人間問題を解決しようとする思想とこころみがあらわれて   

きた。   

1820～30年代には，既存の産業社会を協同生産（co－Operativeproduction）に・もとづ   

く社会におきかえようとするロバー・トか－．エソらがあらわれた。生産手段の共有と商品   

の公平な交換をめざすこの協同理論紅したがって，「全国建築ギルド」や「公平労働交換   

所」がじっさいに設置された。しかし，いずれもその組織化は貧弱で，やがて消滅してい   

った。   

1850年ごろの7ランス紅おける労働者自治工場（self－gOVerningworkshops）の出現   

ほ，イギリスの「キリスト教社会主義者」に影響せあたえた。かれらほ．，イギリスに同様   
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な工場を設立・する努力をみせた。そのため，かれらほ「労働者組合促進協会」を設置した。  

いくつかの労働者自治工場があらわれたが，やがてひとつひとつ消滅していった。   

空想にもとづいた産米体制そ・のものの転換や体制内での新形式の企業の設置のここるみ  

は，いずれも失敗率がたかかった。失敗の理由ほ，ロ′く－ツらによれば，資本主義の－・般  

的慣行のもとでほ否定されるぺき権限を労働者に．あたえようとしたこ．とにある（pい24）。  

執行権限まで労働者に．あたえようとしたからであるといえよう。  

1865年どろからは，一一部の使用者たちが，労使間の衝突・紛争の解決策として．利益分配  

制（pIbf中Sharingscheme）をこころみ．た。しかし，これほ労働者や組合の発言億の拡  

大をかならずしもともなうものではなく，しじつ，概して－不人気であった。   

その間も，労働者に．とって－，とくに熟練工に．とって労働組合のもつ意義はおおきかった  

が，その後においてほ，その任務を賃金とその他の労働条件の改善，および職務内容の規  

制にみいだし，そのこと紅ウェイトをうつしていった。質金その他の労働条件の改善の過  

程で，団体交渉の基礎がきづかれ，その後，イギリスにおける主要な参加形態とならてい  

った。職務保障（jobsecu工ity）と作巣方式への発言から，労働者に．よる職務規制（job  

CPntI01）が生じることに．なる。団体交渉ほ労働協約という手段をうみ，職務規制ほ制限  

的労働慣行というものを生ぜしめること虹なる。  

19世紀の終末期に・は，一噂的に生活水準の向上がみられたようであるが，20世紀初頭匿  

は実質賃金が頭うらとなり，労働者のあいだに／不満がたかまってきた。不満ほ1910～11年  

に最高潮紅達したo「激動期」のはじまりである。参力畔かんする活動の主流は周体交渉と  

職務規制とに．移行していたがi一・部に．はふたたび企業や産業そのものを労働者の手中紅で  

きるような産業体制をつくろうとする思想がおこってきた。  

1910年ビろ，当時のフランス紅すでにあったサンL7カリズム（syndicalism）の思想を  

イギリスに．援用しようとする－・派があらわれた。産業の運営ほ産米別労働組合紅よってな  

されるぺきであり，ゼネストに．集結して政治力をもつぺきであると主張された。しかし，  

この運動は現実に．根をおろすに．いたらず，1914年どろに．は思憩さえみられなくなった。   

そのころもうひとつ，イギリスの知識人によって一生育された運動があった。「ギルド社会  

主義者」（Guild Socialits）の思想である。とくに191皇年以後，かれらは，労働者があら  

ゆる機会を利用して経営者に．よる産業支配を妨害すべきであることを提唱した．労働者が  

支配を手にいれたとき，産業揉ギルドをとおして運営されるほすであった。1920年には，  

マンチェスタ－とロンドンに，建築労働者によって「ギルド委員会」が設置された。局部   
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的に．でほあるが，その思想は現実に根をおろした。しかし，他産業でほ実現しなかった。  

建築ギルドも短命で，1922年には．解散した。  

1914年，第1次世界大戦が勃発したころ，国家的には生産の急増が要請されていたが，  

工．場現場ではさまざまの混乱と不安がたかまっていた。労働の水割（dilusionoflabouI）  

－熟練工のなかに未熟練工をわりこませること一に．たいする不安はその代表的なもの  

である。労働組合それ自体ほ，このような工場現場のさまざまな不安にたいし■てほ．，なす  

すべをもたなかった。そこで，現場の労働者たちほ．，それまで組合ではあまり重要な役割  

を演じていなかったVヨツプ・スチコワ，・ド（Shop stewards）を自分たらのリーグ－・と  

して，不安の解消に．むかうようになった。1915年以後，ショップ・スチエワ－ド委員会  

（Shopstewards・committees），職場委員会（workshop committees），エ場委員会  

（works committees）というかたちの労働者組織が，急速に．，かなりの規模でひろがり，  

イギリスの産業界に定着することになる。   

第1次坦界大戦後には，産業再建計画の－・環として－，「ホイトリー委員会」によって，各  

産業の労使の利害共通事項について労使が対等に．メンバ一に．なって協議するための「労使  

産業会議」が提案された。提案にほ，「全国会議」の下に「地区会議」「工場会鼠」を轟音  

することもふくまれて・いた。このようなホイトリー塾労政協議委員会（Whitley－type  

committees）は，とくに．公企業部門で，成功おさめ，永続するこ・とになる。   

最近の1930～60年代は，労使協議制・団体交渉の2大参加形態が確．立する時期といえ  

る。  

1930年代ほ，「国有化論争」をとおして，協議械構について－の議論もおこなわれたときで  

ある。労働党政府のとき可決された「国有化法」が施行されたのは1945年に・なってからで  

あるが，それは，国有産業に協議機構の設置を要請し，重役レベルの協議への労働者代表  

の資格のひとつとして一組合での経験を要請するものであった。   

算2次世界大戦が勃発するころには，公・私企業両部門で，労使協議委員会（ioint  

consultative committees）という形態a）協議機構の設置がさかんとなった。この労使協  

議制は，戦時中と戦後しばらくが最盛期であった。1950年代紅なってからは，つぎにのぺ  

る交渉形態の成長にともなって，おとろえをみせる。   

それは職場交渉（work－placebargaining）である。これは，労働力不足とインフVが  

進行した1939年以後紅だんだんとさかんにみられるようになった。第1次大戦後からそれ  

までは，賃金その他の労働条件は全国レベルの団体交渉に．よって－・律に決定されるのが一   
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般的傾向であった。ところが，第2次大戦がはじまるころになると，労働時間についてほ  

現実にも全国一・律にきめられたとおりまもられていたが，賃金については，全国一・律に決  

定された水準では生活が困難となり，職場ビとの交渉で支給額が決定されるのが現実とな  

った。その後だんだんと，職場交渉の対象領域ほ拡大し，あらゆる労働条件が職場交渉でき  

められる傾向紅ある。やがて，それは協議の付議事項とされていた領域へ．も拡大していっ  

た。さらには，生産性交渉（productivitybargaining′）という職場交渉の変種があらわ  

れ，従来まで当然のこととして経営者の単独的決定領域とされていた分野軋まで参加を拡  

大しつつある。   

ところで，1960年代は，「マスロー（Maslow），アー汐リス（A王gyris），リッカ－ト  

（Likert），マグレガq・（MよcGregor），セイルス（Sayles），およびハーツバ－グ（HeIZberg）  

などの行動科学者」（p．44）の見解が支持されたときである。それは，メイヨー・（Mayo）  

－・派の「人間関係」学派の見解とともに．経営者の管理方式に．影響をあたえ．るものであった◇  

かれらほ，労働者をその聴務に関連した意思決定へ参加させる管理方式を提唱した。この  

ような参加的管理の経営者虹よる採用ほ，「行動科学の適用」（p．167）によっていっそ・う  

さかんとなったのである。   

以上が，ロバーツらの展開する，イギリスにおける労働者の経営参加の歴史的発展過程  

に／ついて－の概要である。  
／   

ロバ－・ツらは，それを「企業労働者－その概念の変遷トーー」（第1牽童題）として－展開  

して．いる。かれらは参加の発展過程そのものをのぺると．とを放棄したのであろうか。そう  

ではないであろう。各時期の「参加の程度」を「思想および経済的，政治的要因」（本節当  

初の引用文参照）とともに．のぺることは，結果として．，現実的な労働者概念の変遷をあき  

らかに．すること紅なったのである。それは，要するに，生産の－・要素としての労働者概念  

から意思決定者としての労働者概念への変遷である。このような副産物をうんだのほ，は  

かならぬ「分析のフレームワーク」である。「分析のプレ－ムワーク」は，参加論にとっ  

て，すなわち労務管理論，労働運動論，あるいは労使関係論の－・部領域の議論紅とって有  

効であるにとどまらず，労働者の研究としでそれらの有効な基礎理論であることをしめし  

ている。   

ところせ，か－エソの協同理論とその実践，キリスト教祉金主義者の労働者自給工場，  

サンジカリズム，およびギルド社会主義者の運動ほ，劇見すると，参加の諸形態と養える  

が，「分析のフレームワ－ク」にしたがえば，労働者の経営参加とはい．えない〔ちきらか   
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に，労働者が執行権限をも手中にするものだからである。このことは「分析のプレ－ムワー  

ク」の限界をしめすのであろうか。こたえほ否である。じじつ，これらほまもなく歴史の現  

実から消滅している。すくなくとも，資本主義的企業に．は定着していない。だからとい  

って，それらほなんの存在価値もなかった，というつもりでほない。それらは「思想」（同  

上）という参加の決定要因としての意義をもっていたといえ．よう。とすれば，「分析のフレ  

－ムワーク」は，すくなくとも資本主義的企業における労働者の経営参加についての理解  

のため紅は，修正を必要としない。   

ところで，「分析のプレ－ムワ叫ク」においてほ，参加の決定要因としては組織的環境が  

かんがえられていた。ところが，参加の歴史的発展過程の分析では，環境要因ほ単匿参加  

形態の変革期に．おけるインパクトとして，「思想屈よび政治的，経済的要因」がのべられて  

いるにすぎない。これらの要因がとのように組織的要因に影響をあたえるかという，環境  

構造の分析のフレー・ムワークほ，なお栢徽化を必要とするものである。  

ⅠⅤ  

ロバーツらのつぎの課題ほ，現代のイギリスに・おいて嘩営参加の諸制度がとの程度に漕  

及しているのか，というととをあきらか紅することである。これは．本番の中心的課題をな  

す。また，現段階での経営参加の諸制度とは，いいかえれば，前節でのべたような歴史の  

波をのりこえて，なお今日でも健在している諸制度のと．とである。   

しかしながら，ロバーツらの課題ほ，単に参加の諸制度の普及率をあきらかにすること  

にとどまるわけではない。なぜ，参加の諸制度はそれぞれの普及率をしめすのか，という  

ことをあきらか犯することも課題となっている。その説明は，、企業という組織の内外の環  

境要因に．もとめられている。さらに，参加の各制度と各意思決定領域との相関庭ついても  

あきら 

参加の諸制度をつかいわけているのであろうか。このこと紅こたえることも課題となって   

いる。   

ロバーツらほ，上述のような課題紅実態調査によってこたえている。実態調査のため  

に，なお，つぎのような準備作業がなされている。策1は，経営参加の諸制度ないし参加  

の諸形態を客観的に識別可能なかたちに整理することである。さきにのべたような類型だ  

けでほ実態調査に．とってはじゅうぶんではない。具体的な存在形態をあきらかにすること  

が必要である。第2は，参加の諸形態の普及率を決定する組織内外の環境要因をあきらか   
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にし，検証のための作業仮説を・設定することである。篇3ほ，伝統的に経営参加形態の分  

類に．もちいられた意思決定領域を・明確乾しておくことである。   

「企業における経営参加の形態」（第2童葦題）の主要なものとしては，協議・交渉の2  

大形態と制限こ勺労働慣行があげられている。   

労使協議制ほ，伝統的にほ，いわゆる経営樅を侵害しないことと交渉の付議事項を審議  

しないこととを条件として＼存在するものとされてきた。また，その性格ほ諮問的であり，  

その決議内容ほ執行を強要するものでないとされている。しかし今日でほ，協議をそのよ  

うな点で識別するのほ現実的でない面もある（cf．、pい119）。そこで，こ．の調査では，「労使協  

議委員会」の存否そのもので，協感制の普及率をみている。それほ，協議車用の機関であ  

ることも，協議・交渉の兼用機関であることもある。このことは，また，従業員個人ある  

いは従業員全体を労働者側として－，その聴務内容や作業環境に∴ついて協議する直接的，職  

務指向的協議とは区別されていることも意味する。「労使協議委員会了ほ間接的，権力指向  

的参加のための機関である。  

交渉紅ついても， ここでほ伝統的な全国・産業レベルの団体交渉ではなく，職場交渉の  

ための「交渉委員会」を認識対象としている。というのほ，ひとつにはここでの関心対象  

が「企業における参加」であるからであろう。また，歴史的に．もショップ・スチコワ、－ド  

の機能の増強があって以来，職場交渉が実質的に．重要な意味をもつ交渉となりつつあるか  

らであろう。これほ，ショップ・スチュワード委員会，職場委員会，ないし工場委員会と  

いう労働者組織の代表が交渉の一方の主体となるのであるから，間接的，．権力指向的参加  

である。しかし，最近になって登場した生産性交渉という一層の職場交渉は．その性格を  

かえつつある。生産性と密接紅関連する従業員の職務内容やそ・の作業環境が交渉領域とな  

り，また労働者組織の代表でなく従業員個人や作業集団が交渉の主体とみなされる可能性  

があるからである。これは「交渉委員会」を必要としないのだから，「参加的管理とよば  

れるもの」（pい53）である。   

つぎの制限的労働慣行とは，技術革新やそれに．ともなう生産方式の変更にたいして，労  

働者が抵抗し，従来からの労働慣行に固執したり，生産制限をしたりすることである。そ  

のような慣行ほ，一方で技術革新や企業構造の変革を困難にしたが，他方で労働者の職務  

保障をなす機能をはたしている。労働慣行を固執することは，労働者がかれらの職務にか  

んする意思決定に関与していることを意味する。、したがって，これは労働者細腰の権力や  

交渉力を背景にしてサる意思決定ではあるが，代表をつうじての関与ではないから，直接   

OLIVE 香川大学学術情報リポジトリ



203  ロバーツら『イギリスに‥おける労働者の経営参加』1972年   “ヱク∂一  

的，職務指向的参加である。   

以上ほ，「参加の主要形態」（pり68）であり，調査の対象になるが，その他の形態叱．つ  

いても，議論ほある（第6・7黄）。労働者重役制，参加的管理，提案制度などである。   

企業の最高決定機関である壷役会へ労働者を参加させる労働者蓮役別にかんしては，世  

界的には本稿の冒頭にふれた西ドイツの「共同決定法」が有名であるが，イギリスに．おい  

ても1970年ごろに．な．って2，3の国有産業でみられるように．なり，議論もさかんに．なって  

いる。議論ほ，国有産業に限定されているわけでほない。じじつ，私企業でも労働者を重  

役に．任命してはいけない法的根拠ほないようであるム法的に強制すべきかとうか，窟役と  

なる労働者を労働組合の代表とするか職場の代表とするかあるいは個人とするか，などが  

論争中である。   

参加的管理は，「行動科学の適用」（p＝167）に．よるもので，労働者をその職務や作業環  

境紅かんする意思決定へ参加させるこ．とを指向する管理のことである。したがって，これ  

は垣按的，職務指向的参加の一・形態である。作業職能から忘恩決定職能への職務拡大しiob  

enlargement，job enrichment）の制度がその代表的なものである。そのはか，「作業集  

団の行動の理解にも多大の貢献をした」（p…170一）行動科学の成果を適用して，「自主的作  

業集団」（autonomouswor太一・grO11pS）を形成して，それに作業の討画，組織化，統制をま  

かせる自主的集団管理というぺき参加形態もある。   

提案制度ほ，企業の生産能率の増進にかんする従業員個人またほ凝団からの提案に．たい  

して報償，つうじよう金銭的報償をあたえる制度である。したがって，基本的には，直接  

的，職務指向的参加である。しかし，現実に．ほ，捉其の評価にかんして－労働者組織の代表  

を関与させることもある。   

以上が，「企業紅おける経営参加の形態」に．かんするロバ－ツらの見解の概要である。   

なお，つぎのこ・とは注意が必要である。論者によっては，以上の参加形憩のはか紅，「資  

本への参加」「利益へ・の参加」として，従業員株主制や利益分配制が「参加の一・形態」とし  

て主張されることがあるが，ここではその見解はとられていないことである。従業員株主  

制は，つぎにみるように．「所有形態」という経営参加の普及に影響をあたえる環境要因で  

あって，「参加形腰」そのものではない。その株式が議決旗をともなってはじめて参加とな  

るのである。利益分配制も分配の決定に労働者が関与してほじめて参加となるのである。  

同様のこ．とほ．汐ヨプ・ローデージョンという職務拡大についてもいえる。この′ようなとこ  

ろにも，「分析のフレームワ－ク」が毘流していることに注意する必要がある。   
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実態調査のための第2の準備作業ほ，参加の普及に影響をあたえる組織内外の環境要因  

をあきらかにすることである。ロバーツらは，それを組織的要因（OrganizationalvaI－i－  

ables）と組織外的環境要因（environmentalinfluences）とに大別しでいる（plI56）o   

組織的要因としてほ，（1）労働組合組織率，（2）企業規杖，（3）技術的要因，（4）  

所有形態，（5）管理方式の5つが識別されている（pp〃57（・・′61）。   

これらの要因が経営参加の普及に．とのような影響をあたえ．るかに、ついての作業仮説ほ・，  

つぎのようなものである。  

（1）当該企業の組合組織率がたかけれは，団体交渉をつうじて．の意思決定がおおくな  

る。労使協議制も存在するであろうが，団体交渉の補足的意義をもつであろう。（2）企業  

組織の規模がらいさければ，経営者・管理者と労働者個人ないし全体との親密な接触とふ  

かい相互理解が生し，間接的な参加の機会はすくなくなる。（3）装置集約的産業では，  

－・般に．，参加の機会が減少するし，高度の熟練を要する産業では，参加の機会が増加す  

る。（4）資本が，一部，労働者に．よって所有され，労働者の利益のために経営される企業  

では，資本が外部株主によってのみ所有され，株主の利益のために経営される企業より参  

加の機会がある。（5）「特定の経営者ないし管理者によってとの管理方式が採用されるか  

ということが参加の機会の多少に影響をあたえることはあきらかである」（p．61）が，こ  

の要因ほ上の4要因とちがって，「客観的に測定すること」（p．60）ができないので，作  

業仮説は設定されてない。   

組織外的環境要因としては，（1）生活水準の変化，（2）教育水準の変化，（3）労働  

市場の変化が識別されている（pp一．61～3）。   

これらの要因が経営参加の普及に．どのような影替をあたえるかについての作業仮説は，  

つぎのようなものである。（1）生活水準が向上すれば，労働者の独立心ほつよくなり，  

参加とくに．団体交渉への願望がつよくなる。（2）教育水準が向上するにつれ，労働者はみ  

ずからの地位や経済状態にかんする意思決定への関与に関心をたかめる。（3）完全雇用  

状態にちかづくにつれ，団体交渉は全国・産業レベルの交渉から職場交渉へうつりやす  

い。   

以上が，経営参加の普及に影響をあたえる組織内外の環境要因庭．ついてのロバ－ツらの  

見解の概要である。、これらの要因の分析が企業を組織と定義した「分析のプレ－・ムワ－  

ク」にもとづいているととほあきらかであろう。この点からみて，組織内外の環境要因が  

具体的に識別されていること自体ほ，われわれもたかく評価するものである。しかしなが   
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ら，環境γステムないし環境の全体構造の分析をかいているから，さきの環境要因も，ロ  

バ－ツらに．よって悪意的紅識別されたものであるという感をまぬがれえない。なかでも，  

組織的要因紅ついては，組織とほなにか，というこ．とについての統ト・概念がないから，そ  

れぞれの要因がなぜ組織的要因なのかあきらかでない。   

第3の準備作菜は，伝統にしたがって，意思決定の領域を識別するこ．とである。ロバー  

ツらほ，（1）責金と過剰人員整理，（2）作業方式，（3）懲戒処分，（4）増資と配当の  

4つの決定領域を識別している（pp．86′・｝95）。  

Ⅴ  

前節では，実態調査のための準備作業についてのべた。本館でほ．，現代のイギリスに・お  

ける経営参加の諸制度の普及率，およびその普及率の決定要倭匿ついてのデータとロバ－  

ツらの結論を紹介し，それを論評することとする。そのまえに，調査対象と調査方法とに  

ふれておかなければならない。   

調査ほ．，私企業を対象とした基本調査と公企業を対象とした補助調査とに区別されてい  

る（pp．64～8）。   

基本調査の対象は私企業であり，しかもそれは数種の製造業，それに．建築業，運輸業に 

限定されてい畠（Cf．．Tablel，p．66）。調査方法ほ，標本として抽出されね企業紅アン  

ケートを郵送し，各社の担当管理者に．回答してもらう方法である。アンケ一卜ほ．，1968年  

の秋，1，562社に郵送され，有効回答は649社からえられている（回収率41・5％）0   

補助調査ほ，イギリスに．おける国有産業のしめる割合のおおきさ，それが経営参加の思  

想濫．あたえた影響のおおきさなとを考慮して，なされたものである。電気・ガス部門，運  

輸部門，イギリス石炭公社，それにBBCのなかから調査対象がえらばれている。   

さて，この調査によれば，現代のイギリ．ス紅おいては，どの程度紅経営参加の諸形態は  

普及しているといえるのであろうか。   

まず，∵協議と交渉との2大形態紅ついてみよう。調査では，649社のうち，   

「212社（32％）」（p．75）が協議・交渉兼用の委員会を，   

「207社（32％）」（p．73）が協議専用の委員会を，   

「87社（13％）」（p．75）が交渉専用の委員会をもち，  

「258社（39．4％）」（p，71）はいずれの形態の委員会をももたない，  

と報告されている。   
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ちなみに，「NIIP（NationalInstitute ofIndustIialPsychology）ほ，1940年代末K 

おこなわれた調査で，250人以上の従業員をもつ製造業の全社，4，719社に．アングー・トをも  

とめている。回答をよせた751社のうら545社（72．6％）がなんらかの形態の労使協議制を  

もっていた」（p．72）のである。ロバ－ツらほ，「企業・エ場レベルの交渉の影響で公式  

的な労使協議制の蓮要性ほ20年まえはどのことほない」（p．122）といっている。   

また，今回の補助調査では，「回答をよせた公企業部門の60％が協議・交渉兼用の機関  

をもら，1‥・49％が協議専用“い…，35％が交渉専用の機関をもっており…，すべての公企  

業はなんらかの形態の公式的な機関をもっている．」（p．78）ことがあきらかとなってい  

る。私企業よりいずれの機関の普及率もたかい。これは，「国有産業は，労働者組織の代  

表との交渉ないし協議のための機関を設置することが，法的紅要請されている」（去∂査d．）  

からである。   

つぎに，制限的労働慣行紅ついてほ，私・公の両企業部門にたいして，つぎの6事例に  

ついての経験の有無，その経験の深刻度が質問されている（pp．103～6）。（1）労働時間  

ないし賃金額についての協約なしでの出来高払労働の拒否，（2）経営者の希望匿よる超  

過時間労働の拒否，（3）外注契約にたいする反対，（4）熟練職の境界問題（dema‡Cation  

pIOblem），（5）新機械・新技術の導入に．たいする反対，（6一）生産制限の6事例である。   

6事例のうち4事例にかんして，深刻な経験をした企業が10％に．みたない（Table23，  

p．105）。超過勤務の拒否，および生産制限の2事例に．かんしてのみ，「かなり深刻」「ひ  

じょうに深刻」な経験をした企業が10％をやっとこえている。「アンケー・トに．しめされた  

制限的行為は，一般的にいって，経験され七ない」（p・104）ようである。   

以上が「参加の主要形態」について－の調査の結果である。労働者重役制，参加的管理紅  

ついては，アンケ－・ト調査の結果時のべられていない。事例がのべられているだけ七あ  

る。   

労働者重役制に・かんしては，「イギリス製鉄公社が設立された1968年から，あたらしい  

展開がはじまった」（p・142）′と，ロバ－ツらはのべている。当公社は，必要な能力があ  

るとと，組合の経験があること，同僚の尊敬をえていることを条件として候補者をえ．らび，  

TUC（イギリス労働組合会議）に労働者壷役を指名させている（pい143）。それ以前に，  

労働者重役の原形が2つあった。ひ・とつは数社のガス会社であり，他は1945～50年の労働  

党政府のとき国有化された産業においでである。ガス会社のばあいは会社従業員のなかか  

ら，国有産業のばあいほ組合の経験があり，しかも組合との縁がきれていることを条件紅   
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して，労働者重役の候補者とした。なお，製鉄公社では1970年のはじめ，多少の制度内容  

の変更があったようである。このような実情からいって．，労働考重役制については，「現段  

階で評価するこ／とほほやすぎる」（p。144）というのがロバーツらの結論である。   

参加的管理についてほ，職務苗設討を作業集団を基礎としてなしとげたオランダのフィ  

リブス社の名があげられ，作業集団にかんする興味ある実験が，ロンドンのタビストック  

研究所紅よって，インドの紡績工場でなされたことにふれてあるだけである（ppル167′、J  

73）。   

最後濫，提案制度紅ついては，649社のうち262社（40・3％）で採用されていることが調  

査の結果としてあきらかにされている（p．80；pい165）。262社のうち144社（55％）が提  

案の処理に労働者代表をかかわらせているという（p．80）。ちなみに．，1940年代末のNIIP  

の調査でほ，70％の普及率であったとされている（p．165）。   

以上ほ，「各参加機構の普及率」（第3章童題）についで，調査の結果を本書の諸費から  

集約してト，のべたものである。つぎには，これらの参加機構の普及と組織内外の環境要因  

との相関に．ついての仮説が検証されなければならない。   

組合組織率のたかい企業ほ，協議を交渉の代替案とかんがえず，協議・交渉のための機  

構をもつ傾向があり（Table16，p‖96），とくに．交渉横棒をもつ傾向は新著である（Table  

8，p・、79）。たとえ・ば，男子工員の％しか組合員がいない企兼の66・7％がいかなる公式的機  

構ももたないのにたいし，％以上の組織率の企業でもたないのは25％である（p．．71）。ま  

た，組合員であることを入社契約の条件にしている企業の％ほ交渉機構をもっている（p．  

77）。組合組織率がたかいことほ，また，制限的行為をもうみやすいという仮説も支持され  

そうである。制限的行為の経験は，クローズド・ショップ制のある企業（46％）がそうで  

ない企業（16％）よりおおいからである（p・105）。提案制度と組合組織率との相関ほ量  

られない（p．165）。   

企業規模がおおきければ，公式的な交渉・協議の機構の設層がふえ．るという仮説も支持  

されるものである。2，000人以上の企業の11％，100へ′500人の企業の亜％，100人宋活の企  

米の68％がいかなる公式機構ももたない。ともかく，企業規模が，交渉委員会（Table7，  

p．76），および協議委員会（Table6，p．73）の重要な決定要因であるこ．とはあきらかで  

ある。また，「大企業はど新機械・新技術の導入にさいして，かなり深刻な反抗を経験する  

傾向もあるようである」（p．106）。さらに，規模は提案制度の普及にも相関をしめしでい  

る 〈Table26，p．165）。   
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所有形態にかんしては，本調査では，2．4％の企業しか従業員持株制をもたず，しかも，  

そこでほ議決権をともなわないこ．とがおおい（p．182）。したがって，そのような制度が，  

「重要な意味をもつ経営参加をうむとほかならずしもいえ．ない」（pけ185）と，ロバーツ  

らほのぺている。また，利益分配制については，調査では，131社（20％）がその制度を  

もっていると報貸されている（p．．107）。しかし，その制度の有無による企業行動の差ほ，  

「それほどおおきくない」（よ∂査♂．）という。なお，社会的所有という形態にかんしてほ，  

それが「本質的な条件である」という意見もあるが，「社会㌍所有の経験は，それが権威主  

義的管理とも民主的管理とも共存できることを示唆している．」（p〃128）というのがロバ  

－ツらの見解である。   

以上が組織内外の環境要因と経営参加の普及との相関に．ついて－の調査培果の概要であ  

る。技術的要因についてほ，調査対象が限定されたものであり，「体系的に検討するこ．とが  

じっさいほできなかった」（p．．59）ので，また，管理方式については，「郵送調査方法とい  

う限界があり，‥…‖あきらかにできなかった」（p…68）ので，調査結果はのべられていな  

い。また，「■組織外的環境要因」について－も，調査結果ほいっさいのぺられていない。 け  

っきょく，調査では，組合組織率と企業規模とが参加の普及虹影響をおよばす重要な要因  

であることが実証されたにとどまっている。   

つぎに，各企業が意思決定領域紅よって参加の諸形態をつかいわけているかどうかを魂  

よう。「経営意思決定にたいして労働者がおよぼす影響の類型」（寛4章章題）である。   

賃金支払方法の変更は，649社のうち327社（52％）においてノ，交渉によるのがふつうと  

なっている（p．86）。しかしながら，119社（18％）が協議ないし交渉の公式機関にはか  

ろことなく賃金支払方法の変更をすす－めている（Table、11，p．86）。過剰人員整理に・か  

んしては，交渉濫よるのほ11％にすぎず，45％が協議も交渉もしてない（よみ紘．）。   

あたらしい作業方法の導入紅かんしては，おおくの企業が協議に．よっている。47％の企  

業が協議粧よっているが（Table12，p．88），生産性交渉の進展によるのか（p．89），  

28％ほ．交渉によっている。   

649社のうち411社、（64％）もの企業が協議も交渉もなし■で懲戒処分をしている（Table  

13，p．90）。交渉に．よるのは13．2％にすぎない（∠∂友d．．）。   

増資や配当紅かんしては，はとんど全企業（99％以上）が協議も交渉もしていない（Table  

14，p．92）。   

以上のことから，賃金支払方法の決定が主として交渉によ、。て，作業方法の決定が主と   

OLIVE 香川大学学術情報リポジトリ



209  ロバーツら『イギリスにおける労働者の経営参加』1972年  －JO」9■れ   

して協議をとおしてなされる，ということほいえるであろう。しかしながら，意思決定領  

域が経営参加の諸形態の普及率を説明する要因でないこともあきらかである。これらの決  

定領域はいずれの企業にもあるほずだからである。   

最後に，実態調査からロバ－・ツらがえた結論とかれら¢）「将来への展望」（第8登童題）  

に．ついての見解を概観して－ぉこう。   

ロバー・ツらはつぎのとおりのべている（pp．179～80）。  

「もし，疎外感と紛争の増大ほ回避されるべきで，同時に経済成長ほ阻害されるぺき  

でないなら，労働者を意思決定に関与させるべきとする要請ほますますつよくなるで  

あろう。すでにのペた組織の複雑化や外的環境の変化がそのことを裏づけている。」   

これほロバ－ツらの労働者の経営参加についての基本的認識といえよう。このような基  

本的認識紅もとづいて，かれらほ主要な参加形態についでつぎのような見解をのべて－い  

る。   

労使協議制は，職場交渉の成長により，20年まえより減少していることは事実である  

が，現代でもなお主要な参加形態であることも事実である。労使の紛争・衝突を協約とい  

う妥協でだけでなく，問題解決によって処理することの議要性はなくなることはないだろ  

う（cf，p．．122）。したがって，運営さえよければ，労使協議制はひとつの有効な参加形  

態である（p．189），というのがロバーツらの見解である。   

団体交渉ほイギリスにおける主要な参加形態であり（p‖190），また一・般に満場経済体制  

の社会でぬ基本的重要性をもつほずのものである（pい131）。しかしながら，「団体：交渉を  

強化するととから生じる結果はつねに．よいとはかぎらない」（p．．190）とも，ロバーーツ・ら  

ほのぺている。なぜなら，「強化」が労働者側のカの強化であるときほ生産能率が犠牲にな  

り，経営者側のカの強化であるときほ労働者の自由裁還が犠牲になるからである。   

制限的労働慣行はあまり普及していないことがしめされた。「しかし，参加が主として団  

体交渉をつうじて－なされるかぎり，制限的行為が完全になくなることはない」（pり193）と  

いうのがロバ－ツらの展望である。   

労働者遥役制にぃついてほ，それが労働者の力の強化と経営能率の増進と狂喜献するもの  

であるかどうかを評価するにほはやすぎる，というのがロバ－ツらの見解といえよう。だ  

いいち，代表形態が確定して－いない。また，現段階では労働者の経営能力の問題がのこり，  

労働者重役の責任の二重性一対労働者・対企業仙の問題が未解決である（c王‖p138）。   

参加的管理は，事前通達などの宣伝文句紅つかわれることもあるが（cf＼p191），自主   
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的作業集団の形成による自主的集団管理のようをこ参加的管理のなかでは「もっとも効果を  

あげるように．おもわれる」（p．．192）ものもふくんでいる。生産能率を維持しながら労働  

者を参加させる方法として，参加的管理という直接的参加形態ほ，今後も，増加するであ  

ろう，とロバーツらは予想している（p．193）。   

以上のロバ…ツらの見解を要するに．，唯一卜鼠酋の参加形態ほありえないし，しめそうと  

してきたのでほないというこ．とである（よ∂壷dい）。それぞれの経営形態の普及率はそのとき  

の組織内外の環境要懐鹿よっ■てきまるものであるからである。したがって，将来を展望す 

るとき，ロバ－ツらがいえることほ，「企業内外の要因の変化によって，参加の諸方式の… 

定の結合形態が生しるであろう一」（出品久）ということである。  

ⅤⅠ  

以上紅おいて，われわれほロバ肌ツらの「イギリスにおける労働者の経営参加」紅つい  

ての概要を紹介し，若干の批評をことろみてきた。   

各国における労働者の経営参加について一層した用具と方法で分析するた牒）の統一・概念  

を確定しようとするロバーツらの意図ほきわめてすぐれたものである。われわれはただち  

にこ．れに賛意をあらわすものである。本番の意義ほ経営参加に．ついての英国実情論である  

ことにとどまらない，その分析用具と分析方法とは日本をふくめた世界各国の実情の分析  

をも可能とするはずのものである。  

それだけでほない。こうした統一・概念を意思決定概念紅もとめようとするロバーツらの  

志向もまさ紅卓見といわなければならない。こ．れ紅よって，労使協議制はもとより，団体  

交渉から参加的管理までも経営参加として統一・的に把握可能となったからである。  

それだけでもない。ロバ－ツらのいう意思決定は組織紅おける意思決定をさしている。  
（1）  

「近代組織論」ないし「行動科学的意思決定論」の名でよばれるものが経営学の基礎理論  

として有効であることがしめされて以来，われわれもまた組織論的意思汲定論を経営労務  

問題の分析へ適用することをひとつの課題と感じてきた。こうした課題の解決への事がか  

りをあたえてくれたロバ－ツらにたいしで，われわれは敬意を表しなければならない。  

（1）占部都美『近代組織論（Ⅰ）－／く・－ナ－・ドとサイモソー．』東京：白桃書房，1974   

年；占部都美・坂下昭宣『近代組織論（ⅠⅠ）、－マ－チ＝サイモンー』東京：白桃番   

房，1975年；吉原英樹『行動科学的意思決定論』（現代経営学全集第20巻）東京：白   

桃書房，1969年。   
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それに．もかかわらず批判すべき点がないわけではない。その点ほ，いいかえれば，われ  

われにのこされた研究課題でもある。   

貨1に，意思決定概念の精緻化の余地がのこされている。労使協議如ほもとより，団休  

交渉から参加的管理まで統血的に経眉参加として把捉できるこ．とをしめしたのはロバ－ツ  

らの卓見である。しかし，とれらの参加形態ほ，同時に，意思決定過程として区別されな  

けれはならない。ロバ－ツらの展開はこの点にかんして■じゅうぷんなものとはいえない。  

精緻化は「行動科学的意思決定論」の適用紅よって可能になるとお＿もわれる。ロバ－・ツら  

の論述にも，ときとしてみられるように（e小g．．Cf．p…134），経営参加はコンフリクトの  

解決策である。「近代組織論」に．よれば，コンフリクトは「意思決定の棲準的メかユズム  

の故障」である。したがって，そのコンプ．リクト論の適用ほ有効であろう。行動科学の適  

用は，参加的管理として結実するだけでほないであろう。   

第2に，bバー・ツらの分析には，意思決定の環境構造についての体系的分析がかけてい  

るうらみがある。なかでも，中心的な組織的環境要因のひとつであるとおもわれる「管理  

方式」について，ロバーツらは「客観的に測定すること．」ができないという。それと関連  

して，参加の一形態であり，「行動科学の適用」である「参加的管理」も調査対象となって  

いない。われわれはすでに，マグレガ－，アー汐．リス，リッカ－ト，およぴハ－ツバ－グ  

という，ロバーツらのいわゆる「行動科学者」の学説に、ついて個別的紅検討↓たことがあ  
（2〉  

る。今後，これらを総合的紅再検討して，参加的管乱 あるいは．管理方式について客観的  

紅測定ができるキうに・して，さらには近代組織論などを援用して環境構造に・ついての客観  

的分析を前進させなければならない。   

籍3に，ロバーツらの分析のプレ」－ムワークないしその精緻化されたものを適用して－，  

わが国の経営参加の実情をあきらかに．する課題がのこされている。じょじょにではあって  

も，わが国の経営参加紅かんするデー・タを収集し，フレー・ムワ－クの有効性卑検訂しなけ  

ればならない。  1976年7月3日稿了  

（2）山口博幸「Y理論とり－ター・シ ップーマグレガ－の所論の批判的検討一⊥．」『香   

川大学経済論叢』舞47巻第4・5・6号，1975年2月；同「行動科学と組織湛．おける  

モ－デイベ・－ヨレンの理論－アークリスの所論を中心として＋－－」『同上』算42巻   

欝6号，1970年2月；同 伴モ－ティベ－ジョンの行動科学』と労務管理論（1）－   

リッカート理論とノ、－ツバ－グ理論の比較研究を中心に・－」『■同上』第45巻第1号，   

1972年4月；周「同上（2）」『■同上』第45巻第2号，1972年6月。   
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